
さんだチャレンジショップ応援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市内で事業を開始する創業者を支援し、地域の賑わいの創出

と活性化を図るため、起業及び起業後の運営に係る経費の一部を補助することに

ついて、三田市補助金等交付規則（平成９年三田市規則第１号）に定めるものの

ほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、起業とは、事業を営んでいない個人が所得税法（昭和

４０年法律第３３号）に規定する開業の届出により新たに事業を開始すること又

は事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、事業を開始することをいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する個人又は法人とす

る。この場合において、交付対象者が法人の場合にあっては、代表者及び法人に

属するすべての者が第４号に該当しなければならない。 

(1) 第７条に規定する申込の日（以下「申込日」という。）前１年以内に三田市内

で起業している、又は、申込日以後申込日の属する年度内に三田市内で起業す

ること。 

(2) 補助金の交付決定日（同日において起業していない者にあっては起業した日）

から３年以上継続して事業を営む意思を有すること。 

(3) 三田市から課税された税（以下「市税」という。）を滞納していないこと。 

(4) 三田市暴力団排除条例（平成２４年三田市条例第９号）第２条第１号に規定

する暴力団、同条第２号に規定する暴力団員又は同条第３号に規定する暴力団

員密接関係者でないこと。 

(5) これまでにこの要綱による補助金の交付決定を受けていないこと。 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる起業する事業は、次の各号のいずれにも該当す

るものとする。 

(1) 小売業、飲食業、サービス業など、地域の賑わい創出・活性化につながる又

は市民生活の利便性を向上させると市長が認める事業であること。 

(2) 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）、建築基準法（昭和２５年法律第２ 



０１号）その他法令を遵守していること。 

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２ 

２号）第２条第５項に規定する営業（同営業を営む者から委託を受けて客に接

する業務を行う営業を含む。）に該当しない事業であること。 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助

金の交付を受けようとする起業に要する経費として明確に区分できるもので、次

の各号のいずれかに該当し、かつ、第９条に規定する申請の日（以下「申請日」

という。）の属する年度に係るもののうち、同年度内に生じた経費とする。ただし、

国、県等から起業に関する補助金等が交付されている場合における当該補助金等

の補助対象経費を除く。 

(1) 事務所開設費 

ア 市内テナント(賃借するテナントの所有者（法人に場合にあってはその代表

者）、代表者の配偶者、三親等以内の親族又は地方公共団体が所有するものを

除く。)の賃料 (テナントを住居兼用として使用する場合は、床面積に応じて

按分した事業実施部分の賃料) 

イ 事務所又は店舗の開設に伴う外装、内装又は設備の工事費(住居兼用の場合

は、居住用のスペースに係るものを除く。) 

(2) 初度備品費 

事業の実施に必要な備品の購入費又はリース料(車両の購入費は除く。) 

(3) 広告宣伝費 

ホームページ作成、パンフレット・チラシ・広告製作に要する経費 

 （補助金の額等） 

第６条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の２分の１以内に相

当する額とする。ただし、５０万円を上限とし、千円未満の端数は切り捨てるも

のとする。 

２ 前条第１号アの規定によるテナント賃料にかかる補助金の額の上限は、１か月

当たり４万円を上限とし、千円未満の端数は切り捨てるものとする。 

 （補助事業への申込） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が別に定める期間内に、さんだ

チャレンジショップ応援事業補助金申込書に次に掲げる書類を添えて、市長に提



出しなければならない。 

(1) 事業計画書 

(2) 対象経費が確認できる書類 

(3) 開業届出書又は履歴事項全部証明書の写し（申込日前に起業している場合に

限る。） 

(4) その他市長が必要と認める書類 

 （選考及び通知） 

第８条 市長は、前条の申込があったときは、当該申込に係る書類等を審査し、予

算の範囲内において、補助金を交付することが適当であると認めるもの（以下「申

請対象者」という。）を選考し、決定する。 

２ 市長は、申請対象者を決定したときは、当該申込を行った者に対して、申請対

象者とすること又は申請対象者としないことを通知するものとする。 

 （交付申請等） 

第９条 補助金の交付を受けようとする申請対象者は、さんだチャレンジショップ

応援事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければな

らない。 

  (1) 収支予算書 

(2) 市税の滞納がないことを確認できる書類（申請対象者が法人の場合は、その

代表者を納税義務者とするものを含む。） 

(3) 開業届出書又は履歴事項全部証明書の写し（申込日以後申請日前に起業した

場合に限る。） 

(4) その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の規定により提出された書類に加え、第７条に規定する申込のた

めにすでに提出された書類についても、当該交付申請のために提出されたものと

みなし、審査するものとする。 

（実績報告） 

第１０条 補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、事業完

了後２週間以内に補助事業等実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えて、市長

に提出しなければならない。 

(1) 収支決算書 

(2) 補助対象経費の支払いが確認できる書類の写し 



(3) 開業又は会社等の設立が確認できる書類（申請日以後に起業した場合に限

る。） 

(4) 国、県等からの補助金等に係る交付申請書及び交付決定通知書の写し（国、

県等から起業に関する補助金等が交付される場合に限る。） 

(5) その他市長が必要と認める書類 

（交付決定の取消し） 

第１１条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の

交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 申請日の属する年度内に起業しなかったとき。 

(2) その他この要綱に違反したとき。 

（財産の保全） 

第１２条 補助事業者は、補助金により取得した備品等を善良なる管理者の注意を

もって管理するとともに、補助金の目的に従ってその効果的運用を図らなければ

ならない。 

２ 補助事業者は、前項の備品等を補助金の対象となる事業が完了した日の属する

年度の翌年度の初日から起算して５年以内に処分しようとするときは、あらかじ

めさんだチャレンジショップ応援事業補助金財産処分承認申請書を市長に提出し、

その承認を受けなければならない。 

３ 市長は、前項の規定により承認をした場合において、当該承認に係る財産を補

助事業者が処分したことにより当該補助事業者に収入があったときは、当該補助

金交付額の全部又は一部を納付させることができる。 

（様式） 

第１３条 この要綱の施行に関し必要な様式は、市長が別に定める。 

（補則） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

付 則 

この要綱は、令和３年７月１２日から施行する。 

  付 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 



２ この要綱による改正後のさんだチャレンジショップ応援事業補助金交付要綱の

規定は、令和４年度以後の補助金について適用し、令和３年度以前の補助金につ

いては、なお従前の例による。 

   付 則 

 この要綱は、令和５年３月２７日から施行する。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱による改正後のさんだチャレンジショップ応援事業補助金交付要綱の

規定は、令和５年度以後の補助金について適用し、令和４年度以前の補助金につ

いては、なお従前の例による。 


